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催
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　2019年(令和元年)10月号　第1179号 　2019年(令和元年)10月号　第1179号　 67

とき ところ 対象小学校区 利用申込先・電話番号

11 月２日
( 土 )

午前 10時 30分
～ 11 時 30 分

西町さざんか児童
センター

稲沢西 西町さざんか児童センター 0587(32)7911
稲沢北 稲沢北児童クラブ 0587(23)1550

小正すみれ児童セ
ンター

小正 小正すみれ児童センター 0587(23)4685
稲沢東 稲沢東児童クラブ 0587(32)7555

高御堂カトレア児
童センター

高御堂
高御堂カトレア児童セン
ター

0587(23)2545

大里オリーブ児童
センター

大里西 大里オリーブ児童センター 0587(21)6341

明治スズラン児童
センター

片原一色 明治スズラン児童センター 0587(36)6708
清水 清水児童クラブ

※１
国分 国分児童クラブ

下津クローバー児
童センター

下津　※２
下津クローバー児童セン
ター

0587(32)9401

下津　※３ 下津第２児童クラブ 0587(32)5122
千代田ヒナギク児
童センター

千代田・坂田
千代田ヒナギク児童セン
ター

0587(36)6281

大里東チューリッ
プ児童センター

大里東
大里東チューリップ児童セ
ンター

0587(32)9405

祖父江あじさい児
童館

祖父江 祖父江児童クラブ 0587(97)2010
山崎 山崎児童クラブ 0587(97)9300
領内 領内児童クラブ 0587(97)1110
丸甲 丸甲児童クラブ 0587(97)8820
牧川 牧川児童クラブ 0587(97)9311
長岡 長岡児童クラブ 0587(97)7919

平和さくら児童館
法立 法立児童クラブ 0567(46)6002
六輪 六輪児童クラブ 0567(46)2077
三宅 三宅児童クラブ 0567(46)3280

11 月９日
( 土 )

午前 10時 30分
～ 11 時 30 分

信竜こどもの森児
童館

大塚 信竜こどもの森児童館 0587(22)0303

放課後児童クラブ説明会　日程など

※１　問い合わせは明治スズラン児童センターへ
※２　陸田、上赤池、下赤池地区に在住の方
※３　陸田、上赤池、下赤池以外の地区に在住の方

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
説
明
会

市
役
所
子
育
て
支
援
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
９
９  

 

１
０
０
５
６
３
６

　

令
和
２
年
度
に
初
め
て
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
す
る
子
ど
も

の
保
護
者
を
対
象
に
説
明
会
を
行

い
ま
す
。
対
象
小
学
校
区
の
説
明

会
に
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
な
ど　

下
表
▼
問
合
先　

児
童
館
、
児
童
セ
ン
タ
ー

● 

令
和
２
年
度
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
概
要

▼
実
施
日　

月
〜
土
曜
日
（
祝
休

日
、
年
末
年
始
は
除
く
）
▼
実
施

時
間　

下
校
後
〜
午
後
７
時
15
分

（
土
曜
日
、
夏
休
み
な
ど
の
学
校

休
業
日
は
午
前
７
時
30
分
〜
午
後

７
時
15
分
）
▼
対
象　

市
内
在
住

で
、
保
護
者
が
就
労
な
ど
で
昼

間
家
庭
に
い
な
い
小
学
生
▼
費

用　

月
４
０
０
０
円
（
８
月
は
月

６
０
０
０
円
）
▼
申
し
込
み　

11

月
18
日
（月）
〜
12
月
６
日
（金）
、
午
後

１
時
30
分
〜
６
時
30
分
に
利
用
申

込
先
へ　

※
年
度
ご
と
に
申
し
込

み
が
必
要
。
児
童
館
、
児
童
セ
ン

タ
ー
の
み
土
曜
日
、
午
前
10
時
〜

午
後
４
時
30
分
も
申
し
込
み
で
き

ま
す

保
存
樹
木
等
助
成
制
度

市
役
所
都
市
整
備
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
７
２

 

１
０
０
２
３
１
９

　

条
件
を
満
た
す
樹
木
や
樹
林
地

を
「
保
存
樹
木
等
」
に
指
定
し
、

保
護
し
ま
す
。
指
定
を
受
け
る
と

標
識
を
取
り
付
け
、
維
持
管
理
費

用
の
一
部
と
し
て
助
成
金
を
支
給

し
ま
す
。

▼
対
象
・
助
成
金　

左
表
▼
手
続

き
の
流
れ　

①
対
象
と
な
る
樹
木

な
ど
の
所
有
・
管
理
者
が
申
請
②

現
地
で
立
ち
会
い
の
も
と
、
指
定

対
象
に
な
る
か
を
市
が
調
査
③
保

存
樹
木
な
ど
に
指
定
し
、
標
識
を

取
り
付
け
④
翌
年
度
か
ら
、
年
１

回
助
成
金
を
支
給

● 

指
定
さ
れ
た
保
存
樹
木
等
を
所

有
・
管
理
し
て
い
る
方
へ

　

10
月
に
助
成
の
関
係
書
類
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。
11
月
〜
12
月
に
助
成
金

を
指
定
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。　

※
木
が
枯
れ
た
り
し
た

と
き
は
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い

対象
助成金
（年額）

保存樹

次のいずれかを満たすこと
① 高さ 1.2 ｍの位置で幹回りが 1.5 ｍ以上
② 高さが 15 ｍ（株立ちした木は３ｍ）以上
③ 枝葉がはい登る木は枝葉の面積が 30㎡以上

１本
1,500 円

保存樹林
群生している土地の面積が 500㎡以上（神社
や寺院の敷地など）

１集団
5,000 円

保存樹木等助成制度　対象・助成金

障
害
者
雇
用
に
関
心
の
あ
る

企
業
の
た
め
の
見
学
会

市
役
所
福
祉
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
８
１

▼
と
き　

①
11
月
13
日
（水）
、
午

前
10
時
30
分
〜
正
午
②
11
月
18

日
（月）
、
午
前
10
時
〜
正
午
▼
と
こ

ろ　

①
県
立
い
な
ざ
わ
特
別
支
援

学
校
（
一
色
森
山
町
）
②
（株）
高
瀬

金
型
（
西
島
一
丁
目
）
▼
対
象　

稲
沢
市
・
一
宮
市
に
事
業
所
が
あ

る
企
業
の
関
係
者
▼
定
員　

①
50

人
②
20
人
（
先
着
順
）
▼
内
容　

障
害
の
あ
る
方
が
、
学
校
で
作
業

学
習
に
取
り
組
む
姿
や
企
業
の
一

員
と
し
て
働
く
姿
を
見
学
▼
申
し

込
み　

10
月
１
日
（火）
〜
11
月
８

日
（金）
に
、
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

（
０
５
８
７(

32)

１
２
１
９
）
で

市
役
所
福
祉
課
へ

内容

対
象

事業

◆ 公演・展示などの芸術・文化事業（市内公共施設での実施事業に限る）
　 ①音楽②舞踊③演劇・大衆芸能④映画⑤美術⑥文化交流事業
◆芸術・文化に関する講師招請事業（市内公共施設での実施事業に限る）
　①研修会②講演会③シンポジウム
◆出版事業
　①稲沢市域の歴史、考古、民俗、自然などに関する研究成果の出版
　②文芸に関する出版（年１回以上発行する定期刊行物は除く）

団体・
個人

①市内に活動の本拠を置き、原則として３年以上の活動実績がある団体
※５人以上で構成され、過半数が市内在住または在勤の団体
②市内に在住し、原則として３年以上の活動実績がある方
③芸術・文化事業の実施を目的として構成された実行委員会などの団体

経費
国・県からの補助金、入場料、頒布収入などの収入を差し引いた、事業に必要
な経費（消耗品費、印刷製本費、会場使用料、郵便料など）
※ 制作費、食糧費、事業後に個人所有物となり得る物品などは対象外

補助率 補助対象経費の２分の１以内

補助金額
◆公演・展示などの芸術・文化事業（補助対象経費６万円以上）…上限 10 万円
◆芸術・文化に関する講師招請事業（補助対象経費４万円以上）…上限５万円
◆出版事業（補助対象経費６万円以上）…上限 25 万円

文化振興奨励補助金　概要

内容

対
象

事業

次の全てに該当する事業
① 市民活動団体が実施し、内容が市民活動団体の自立
促進および活性化に寄与すると市長が認める
② 国もしくは他の地方公共団体または民間団体など
による補助金などの交付を受けていない 
③ 営利活動や宗教活動、政治活動を目的としていない
④ 令和２年４月１日～令和３年３月 31 日に実施・完
了する

団体

次の全てに該当する団体
① 市内において継続的に市民活動を行っている、また
は行う意思があると認められ、５人以上で構成され
ている
②市内に活動拠点がある 
③組織の運営に関する規約、会則などを定めている

経費
入場料や広告料などの収入を差し引いた、事業に必要
な経費（消耗品費、印刷製本費、会場使用料、郵便料、
講師謝礼など）

補助率 補助対象経費の５分の４以内
補助金額 上限 10 万円

稲沢市公募型補助金　概要 稲
沢
市
公
募
型
補
助
金

市
役
所
地
域
協
働
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
４
６

 

１
０
０
１
４
２
５

　

市
内
で
活
動
す
る
市
民
活
動
団

体
が
行
う
公
益
性
が
高
い
社
会
貢

献
事
業
に
対
し
て
、
事
業
に
必
要

な
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
概
要　

左
表
▼
手
続
き
の
流

れ　

①
10
月
１
日
（火）
〜
31
日
（木）

に
、
市
役
所
地
域
協
働
課
で
事
前

相
談
（
要
予
約
。
事
前
相
談
が
な

い
場
合
は
補
助
の
受
け
付
け
は
で

き
ま
せ
ん
）
②
11
月
１
日
（金）
〜

15
日
（金）
に
、
申
込
用
紙
に
記
入
の

上
、
市
役
所
地
域
協
働
課
へ
提

出　
（
用
紙
は
申
込
先
、
支
所
、

市
民
セ
ン
タ
ー
、
市
民
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
）
③
審
査

会
（
令
和
２
年
２
月
２
日
（日）
）
に

出
席
④
審
査
結
果
の
通
知
⑤
補
助

金
の
交
付
申
請
⑥
事
業
実
施
後
、

報
告
書
を
市
役
所
地
域
協
働
課
へ

提
出
⑦
補
助
金
を
受
け
る

文
化
振
興
奨
励
補
助
金

市
役
所
生
涯
学
習
課  

☎

０
５
８
７(
32)

１
４
４
０  

 

１
０
０
１
３
８
５

　

文
化
活
動
団
体
や
個
人
が
行
う

芸
術
・
文
化
事
業
に
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

▼
概
要　

下
表
▼
対
象
事
業　

４

月
１
日
〜
令
和
２
年
３
月
31
日

に
、
市
内
で
実
施
・
完
了
す
る
芸

術
・
文
化
事
業
▼
申
し
込
み　

10

月
11
日
（金）
〜
11
月
29
日
（金）
に
、
申

込
用
紙
に
記
入
の
上
、
市
役
所
生

涯
学
習
課
へ
（
用
紙
は
10
月
11
日

（金）
か
ら
市
役
所
生
涯
学
習
課
で
配

布
）
▼
補
助
金
の
交
付
決
定
・
通

知　

内
容
を
審
査
し
、
結
果
を
通

知
し
ま
す


